	議案第　４９号
	荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例


賛成の討論を行います。

この条例改正は、この間の、妊婦のたらいまわしに象徴される、産科医不足の解消の一助とするための

産科医療保障制度の創設に伴う、損害保険料を公費負担で行うための条例改正ですので、賛成を前提に討論したいと思います。

　主な問題点を指摘します。

1、 この制度は厚生労働省の委託事業として、『財団法人日本医療機能評価機構』が準備室を作って制度設計に当たり、国会審議もなく、十分な議論と審議の公開がなされなかったこと。

2、 紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図るための制度であるというものの、対象を出産時に発生する重度脳性まひだけに限っていること。脳性まひだけに限る理由はなく、障がい者の生きにくさは社会保障制度の不備が原因という側面も大きいのに、「脳性まひ者が生まれたら大変」という無理解と差別が広がるのではないかと障がい者から批判が出ています。

3、 保険であるにもかかわらず、分娩機関や妊婦への加入意思の確認について不明確であること。

４、財団法人日本医療機能評価機構が運営し、民間損害保険会社６社の商品を使う仕組みで、財務諸表が公開されず、国民の監視がいきとどかないこと。

５、医学がすすんでも、脳性まひ者の発生率には変化がないそうですが、出産時の事故に起因する脳性まひかどうかを争う訴訟が新たに起こる可能性があること、また、

現在の医療訴訟では賠償金が1億円を越える判決例もあり、準備一時金600万円をもらった後、制度で出される3000万円を越える賠償金を求める裁判も予想され、医療訴訟がなくなるとはいえないこと。

　産科医療への不安の解消こそが、条例改正の目的です。医師の過酷な労働環境の改善、女性医師の就労支援、診療報酬の適正化、医師を助ける医療スタッフ体制の整備等々の医療改革が何よりも必要です。今回の産科医療保障制度が、被害者の救済と真相究明・再発防止等、医療の安全と質の向上のために早急に整備されるよう要望して、賛成討論といたします。

　

